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証券市場を取り巻く環境の変化を踏まえた上場制度の見直し等に伴う 

関連諸規則の一部改正等について 

 

Ⅰ 改正内容 
 １ 望ましい企業行動実現のためのルール整備 

(1) 企業行動に関する規範の制定 

 ・市場開設者として上場会社に適切な対応を求める事項を「企業行動に関する規範」

として上場規則上に制定する。 

 ・当該規範は，従来の上場会社への要請事項及び規範的要素を含む上場規則等を集約

するとともに新たな事項を加え，以下のとおりとする。 

ａ 総則 

・上場会社は，流通市場の機能及び株主の権利を尊重するものとする。 

ｂ 株式等 

  (a) 投資単位の引下げ（現行，適時開示等規則に規定） 

   ・上場内国会社は投資単位が50万円未満となるよう，株式分割等による投資単位

の引下げに努めるものとする。 

  (b) 株式分割等の実施（現行，適時開示等規則に規定） 

   ・上場会社は株式分割等を実施する場合は，流通市場に影響をもたらすことのな

いよう努めるものとする。 
  (c) 投資単位の引上げの実施（新設） 

   ・上場会社は単元株式数の増加等を実施する場合は，株主の権利を損なわないよ

う努めるものとする。 

  (d) ＭＳＣＢ等の発行（新設） 

   ・上場会社はＭＳＣＢ等を発行する場合は，流通市場への影響及び株主の権利に

配慮するものとし，ＭＳＣＢ等を買い受けようとする者によるＭＳＣＢ等の転

換又は行使を制限するよう必要な措置を講じるものとする。 

ｃ 機関等 

  (a) 書面による議決権行使等（新設） 

   ・上場内国会社は株主総会を招集する場合には，株主が書面による議決権行使が

できる旨を定めなければならない。 

  (b) 上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備（新設） 

   ・上場外国会社は株主総会を招集する場合には，指図書及び参考書類を，株主総

会２週間前に，外国株券等実質株主に送付しなければならない。 

  (c) 議決権行使を容易にするための環境整備（現行，要請事項） 
   ・上場内国会社は，定時株主総会開催日の分散化や株主総会招集通知の早期発送

等に努めるものとする。 

  (d) 上場内国会社の機関の設置（新設） 

   ・上場内国会社は，取締役会，監査役会（又は委員会）及び会計監査人を置くも

のとする。 

  (e) 公認会計士等の選任（新設） 

   ・上場内国会社は，会社法上の会計監査人を金融商品取引法上の監査を行なう公

認会計士等として選任するよう努めるものとする。 

  (f) 業務の適正を確保するために必要な体制整備（新設） 
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   ・上場内国会社は，業務の適正を確保するために必要な体制の整備を決定するも

のとする。 

ｄ その他 

  (a) 買収防衛策の導入（現行，適時開示等規則に規定） 
     ・上場会社は買収防衛策を導入する場合は，開示の十分性，透明性，流通市場へ

の影響及び株主の権利を尊重するものとする。 

    (b) 内部者取引の未然防止体制に向けた体制整備（現行，要請事項） 

     ・上場会社は，内部者取引を未然防止するために必要な情報管理体制の整備を行

うよう努めるものとする。 

    (c) 反社会的勢力排除に向けた体制整備（新設） 

     ・上場会社は，反社会的勢力による被害を防止するための社内体制整備及び役職

員等への研修活動実施に努めるものとする。 

    (d) 株式の非公開化の実施（新設） 

・上場会社は上場後短期間での非公開化を行なわないよう努めるものとし，非公

開化を実施する場合は，株主の権利を損なわないよう努めるものとする。 

   ｅ 公表等 

(a) 勧告 

・ａ，ｂ(a)及び(d)，ｃ(a)，(b)及び(d)から(f)まで並びにｄ(b)及び(c)に掲げ

る事項に違反していると当社が認める場合であって，当社が必要と認めるとき
は，当該上場会社に対して勧告することができるものとする。 

    (b) 公表 

     ・前(a)の勧告に沿った対応が行われないとき等又はａ，ｂ(b)及び(c)並びにｄ(a)

及び(d)に掲げる事項に違反していると当社が認めるときは，その旨を公表でき

るものとする。 

 

(2) 上場審査（実質審査）の項目の明確化 

 ・企業行動規範の整備に伴い，コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性

に関する観点を新たに独立した審査項目とする。 

 

(3) 不受理規定の実効性確保のための見直し（子会社上場関連） 

  ・子会社上場の上場申請に際して，新規上場申請者の親会社に以下のａ及びｂについ

て確約した書面の提出を求める。 

   ａ 申請会社に不受理規定に該当するような企業再編を行なう計画及び検討してい

る事実がないこと 
   ｂ 当社が必要と認める場合，資本政策やグループ戦略に関する資料の提出及び質問

等に応じること 

 

(4) ヘラクレスにおける反社会的勢力排除に向けた取組み 

・ヘラクレス上場会社に「反社会的勢力排除に向けた体制整備」についてコーポレー

ト・ガバナンス報告書上で開示を求める。 

 

 ２ 問題企業・行動への対応 

  (1) 会社情報に係る照会事項の報告・開示制度の充実 
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・当社が行う会社情報に係る照会事項（有価証券報告書等への虚偽記載や反社会的勢

力の介入など金融商品市場の信頼を揺るがすような企業不祥事に係るもの等を含

む。）について，第三者による当該照会事項に係る経緯及び原因究明並びに改善措置

の必要性が高いと認めた場合，上場有価証券の発行者に対して，外部有識者で構成
される調査委員会の設置を求めることができる。この場合において，調査委員会の

委員構成について，当社が適当でないと認めるときは，当該委員構成の変更を求め

るができるものとする。 

   ・上場有価証券の発行者は，当社が当該調査委員会に対して事情説明を求める場合に

は，これに協力するものとする。 

   ・上場有価証券の発行者は，当該調査委員会より経緯，原因及び改善措置を記載した

報告書の提出を受けた場合，速やかに当該報告書の提出を行うものとする。当該報

告書には，上場有価証券の発行者の当該報告書に対する見解を記載した書面を添付

するものとする。 

   ・当該報告書に記載された事実について開示することが必要かつ適当と当社が認める

ものについては，上場有価証券の発行者は，直ちにその内容を開示するものとする。 

 

  (2) テクニカル上場時の改善報告書の引継ぎ制度の整備 

   ・改善報告書を課された上場会社が株式移転等により企業再編を行なう場合に，以下

のａ及びｂのとおり，改善報告書徴求の事実を引き継ぐ旨を規則上明らかにする。 
ａ 当社が改善報告書の提出を求めている上場会社を企業再編し，再上場することと

なる会社に当該改善報告書及び当該改善報告書に係る改善状況報告書の提出を求

めることができる。 

ｂ 原則として，過去５年以内に改善報告書を提出している上場会社を企業再編し，

再上場した上場会社を当該改善報告書提出会社とみなし，改善報告書に係る上場

廃止基準を適用する。 

 

  (3) 改善報告書２回提出銘柄の注意喚起のための対応 

   ・改善報告書を過去５年以内に２回提出した時点で改善報告書２回提出銘柄であるこ

とを明示的に公表する。 

 

  (4) 不適当な合併等の要件の追加等 

   ・不適当な合併等の要件に次に掲げる事項を追加する。 

    ａ 上場会社が非上場会社を子会社化した場合（非上場会社の総資産額及び売上高が

上場会社の総資産額及び売上高未満である場合等を除く。） 
    ｂ 上場会社の親会社又はその他の主要株主のうち当該上場会社の意思決定機関を

支配している者が変更した場合 

    ｃ 上場会社が非上場会社により子会社化された場合 

   ・「実質的な存続会社でない」かどうかの審査は，原則として，「企業再編を行った日

の属する事業年度の末日から起算して１年以内」の役員構成等の状況も勘案するよ

う見直す。 

 

 ３ 流動性基準の見直し 

  (1) ヘラクレスの公開株式数に係る上場審査基準の見直し 
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   ・ヘラクレスの公開株式数に係る上場審査基準を現行の500単位以上から上場株式数

の10％（最低1,000単位）以上に底上げする。 

 

  (2) 市場第一部・第二部の流動性基準の見直し 
   ａ 株主数基準の見直し 

    ・ 株主数の定義を１単位の株式数以上の株式を所有する株主の数とし，上場株式数

に応じて逓増する体系となっていた株主数の上場基準について見直し，以下のと

おり一律の水準を求める。指定替えについては，猶予期間（１年間）を設ける。 

     (a) 一部指定：2,200人以上となる見込みのあること 

     (b) 指定替え：2,000人未満となった場合 

   ｂ 浮動株式基準の導入 

・浮動株式の定義を，上場株式のうち，役員が所有する株式，自己株式，上場株式

数の10％以上を所有する株主が所有する株式（明らかに固定的所有でないと認め

られる株式を除く。）及び役員以外の特別利害関係者の所有する株式（新規上場及

び一部指定の場合に限る。）を除いた株式とし，以下の(a)から(c)までの浮動株式

関連の上場基準を導入する。 

・これに併せて，ヘラクレスの浮動株式の定義も市場第一部・第二部と同様に見直

す。 

(a) 浮動株式数 
・浮動株式数について，以下のとおり求める。上場廃止及び指定替えについては，

猶予期間（１年間）を設ける。 

      イ 上場審査：2,000単位以上となる見込みのあること 

      ロ 上場廃止：1,000単位未満となった場合 

      ハ 一部指定：20,000単位以上となる見込みのあること 

      二 指定替え：10,000単位未満となった場合 

    (b) 浮動株式比率（少数特定者持株比率基準の見直し関係） 

     ・現行の少数特定者持株比率基準を見直し，浮動株式比率（上場株式数に対する

浮動株式数の割合）について以下のとおり求める。上場廃止に係る猶予期間は

設けない。 

      イ 上場審査：25％以上となる見込みのあること 

      ロ 上場廃止：５％未満となった場合 

      ハ 一部指定：35％以上となる見込みのあること 

    (c) 浮動株時価総額 

     ・浮動株時価総額について，以下のとおり求める。上場廃止及び指定替えについ
ては，猶予期間（１年間）を設ける。 

      イ 上場審査：５億円以上となる見込みのあること 

      ロ 上場廃止：２億５千万円未満となった場合 

      ハ 一部指定：20億円以上となる見込みのあること 

      二 指定替え：10億円未満となった場合 

   ｃ その他 

・外国株及び優先株についてもａ及びｂの見直し等を踏まえた所要の見直しを行な

う。 
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  (3) ＥＴＦの流動性に係る基準の見直し 

   ・株価指数連動型投資信託受益証券及び特定指標連動型投資信託受益証券（ＥＴＦ）

の上場審査基準における上場口数及び受益者数並びに上場廃止基準における上場口

数，受益者数及び売買高の基準を廃止する。 
 

 ４ 法制度等の状況変化に即した対応 

  (1) 三角組織再編に伴うテクニカル上場制度の整備 

   ・合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴い，三角組織再編（外国会社を含む。）

におけるテクニカル上場の審査手続を整備する。 

   ａ 適用範囲 

    ・上場会社を消滅会社とする合併等を行う際に，存続会社等となる会社の親会社が

発行する株券を交付する場合（当該親会社が外国会社であるときは，当該外国会

社の本国における諸制度の整備・運営状況等に照らして，当該外国会社の株券の

円滑な流通・決済が確保される見込みのある場合に限る。）についても，現行のテ

クニカル上場に係る株券上場審査基準等を適用する。 

   ｂ 不適当な合併等に係る対応 

   ・三角組織再編に伴いテクニカル上場申請を行う者は，当該組織再編により消滅会

社等となる上場会社が実質的な存続会社でないと見込まれる場合には，不適当な

合併等に関する猶予期間における企業の継続性及び収益性等に関する見込み並び
に当該期間内に株券上場審査基準に準じた基準に適合するよう努める旨について

記載した書面を提出するものとする（テクニカル上場時に株券上場審査基準に準

じた基準を満たす見込みがある場合を除く。）。 

 

  (2) 株主の権利の不当な制限に係る上場廃止基準の見直し 

   ・株主の権利の不当な制限に係る上場廃止基準の要件について，従来のものに以下の

ａ及びｂを加える。 

    ａ 上場株券について株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取

締役の選解任その他重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決

議又は決定 

    ｂ 上場株券より議決権の多い株式の発行 

 

  (3) 有価証券報告書等の提出遅延への対応 

   ・有価証券報告書等が，法定期限までに内閣総理大臣等に提出されなかった場合又は

提出できる見込みのない旨の開示を当該法的期限までに行なっている場合には，上
場廃止のおそれがあるものとして取り扱う。 

   ・有価証券報告書等を法定期限経過後１か月以内に内閣総理大臣等に提出しなかった

場合に上場廃止とする規定について，天災地変等，上場会社の責めに帰すべからざ

る事由による場合は，当該期間を３か月延長する。 

 

Ⅱ 施行日 

平成19年12月１日から施行する。 
(注１) 企業行動規範のうち上場内国会社の機関の設置及び業務の適正を確保するために必要な体制

整備に係る規定（Ⅰ１(1)ｃ(d)及び(f)関係）の適用は，施行日から１年経過した日以後に最初に到
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来する決算期に関する定時株主総会の招集日から起算して１か月目の日を迎えた上場会社から適用

する。 

(注２) ヘラクレスの公開株式数に係る上場審査基準の規定（Ⅰ３(1)関係）は，施行日から６か月経

過した日以後に上場申請を行う者から適用する。 

(注３) 市場第一部・第二部の流動性基準の見直しのうち，株主数，浮動株式数，浮動株式比率，浮動

株時価総額に係る指定替え基準及び上場廃止基準の規定（Ⅰ３(2)ａ(b)，同ｂ(a)ロ及び二並びに(b)

ロ並びに(c)ロ及び二関係）は，施行日以後に到来する上場会社の事業年度の末日の審査から適用す

る。 

(注４) 施行の日の前日において，株主数の指定替え基準に係る猶予期間内にある銘柄のうち，当該猶

予期間に入った日の前日において，その株主数が2,000人未満である銘柄については，当該猶予期

間に入った日に改正後の株主数の指定替え基準（Ⅰ３(2)ａ(b)関係）に係る猶予期間に入ったもの

とみなす。 

 

以  上 


